
下関市サッカー協会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は下関市サッカー協会と称し、外国に対しては SHIMONOSEKI city Football 

Association（通称 ＳＦＡ）という。 

（事務局） 

第２条 本会の事務を処理するために事務局を置く。また必要に応じ、事務局長は事務局員を置くこと

ができる。 

（目的） 

第３条 本会は、下関市のサッカー全般を統括する団体として、サッカー競技の普及、振興を図り、も

って市民の心身の健全な発達と、会員相互の融和親睦に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 (1) 登録団体の強化発展と相互の親睦融和 

(2) サッカー及びフットサル競技に関する普及、研究及び指導 

(3) サッカー及びフットサル競技に関する講演会の開催及び指導者、審判員の養成 

(4) サッカー及びフットサル競技に関する各種大会の開催 

(5) 本市を代表するチームの役員及び選手の選定に関すること 

(6) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業 

（組織） 

第５条 本会は、別表に定める組織をもって構成する。 

（事業計画及び収支予算） 

第６条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決及び評議員会の承認

を経てこれを執行する。 

（会計年度） 

第７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（役員の設置） 

 第８条 本会に、次の役員を置く。ただし、監事は本会の理事と兼ねることができない。 

(1) 理事 

ア 会 長    １名 

イ 副会長    若干名 

ウ 理事長    １名 

エ 副理事長   ２名以内 

オ 事務局長   １名 

カ 事務局次長  若干名 

キ 理 事     

(2) 監事      ２名 

２ 前項に定める役員のほか、顧問を置くことができる。 

（役員の選任） 

 第９条 会長は、理事会において推挙し決定する。 



２ 副会長は会長の指名及び理事会の推挙において決定し、会長が任命する。 

３ 理事長は理事会において理事の中から選出し、会長が任命する。 

４ 副理事長は理事の中から理事長が指名し、会長が任命する。 

５ 理事は、加盟団体の各連盟の委員長、副委員長、専門委員会の代表及び理事会が推薦した者とする。 

６ 監事は、理事会において選出する。 

７ 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

 第１０条 会長は本会を代表し、本会を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代理する。 

３ 理事長は、本会の会務の処理にあたる。 

４ 副理事長は、理事長不在の際はこれを代理する。 

５ 事務局長は、本会の事務処理にあたる。 

６ 事務局次長は、事務局長を補佐する。 

７ 理事は、理事会を組織し、本会の業務を執行する。 

８ 監事は、本会の会計監査を行う。 

９ 顧問は、本会の運営に関し指導助言を行う。 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員

の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

（評議員会） 

 第１２条 評議員会は本会の議決機関であり、毎年1回以上会長がこれを招集する。 

２ 評議員会は、加盟団体の代表で構成し、次の事項を議決する。 

(1) 事業計画の審議 

(2) 予算の議決及び収支決算の承認 

(3) 役員の承認及び決定 

(4) 規約・規定の改廃に関する議決 

(5) その他業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

３ 評議員会は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。ただし、書面をもってあらかじめ

意思を表示した者は出席者とみなす。 

（理事会） 

 第１３条 理事会は、第８条第１項に掲げる役員で構成し、年２回以上会長が招集する。ただし、会長

が必要と認めた場合、又は理事現在数の３分の１以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招

集を請求されたときは、１５日以内に理事会を開催しなければならない。 

２ 理事会の議長は理事長が行い、理事長に事故あるときは理事長があらかじめ指名した副理事長が代

行する。 

３ 理事会は、理事現在数の３分の２以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができ

ない。 

４ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

５ 連盟及び専門委員会の構成員は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

６ 理事会に出席できない理事は、他の理事又は代理人に議決権を委任することができる。 



７ 前項の委任はあらかじめ書面又は電磁的方法をもって行わなければならない。 

８ 前2項により議決権を委任された者は出席者とみなす。 

（専門委員会） 

第１４条 本会の事業遂行のため、以下の専門委員会を置く。 

(1) 規律委員会 

(2) 財務委員会 

(3) 事業委員会 

(4) 技術委員会 

(5) 審判委員会 

(6) 医事委員会 

２ 理事会が特に必要と認めた場合、他の専門委員会を置くことができる。 

（加盟団体） 

第１５条 本協会の加盟団体は、以下の連盟の登録団体をもって充てる。 

(1) 少年サッカー連盟 

(2) 中学サッカー連盟 

(3) 高校サッカー連盟 

(4) 社会人サッカー連盟 

(5) 壮年サッカー連盟 

(6) フットサル連盟 

（加盟金） 

第１６条 各連盟の登録団体は、毎年別に定める加盟金を期限内に納入しなければならない。 

（資格喪失） 

第１７条 次の事由により各連盟及び登録団体はその資格を喪失する。 

  (1) 連盟が解散したとき及び登録団体が連盟を脱退したとき 

  (2) 本会の名誉を傷つけ、またはその目的に違反する行為のあったとき 

  (3) 加盟金を滞納したとき 

（規約の改廃） 

第１８条 本会の規約は、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決により、評議員会の承認を

経て、改廃することができる。 

 

    附 則  

  本会の規約は、平成１１年 ９月 ４日から施行する。 

附 則  

  本会の規約は、平成１７年 ５月３０日から施行する。 

附 則  

  本会の規約は、平成２３年 ５月１７日から施行する。 

附 則  

  本会の規約は、平成２８年 ５月３０日から施行する。 

 

 



別表（組織図） 
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